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助成金説明会開催の趣旨

●秋田県の最低賃金が令和８年３月31日から1,031円に大幅に引き

上げられる（前年比80円アップ）。

●中小零細企業を中心に、材料費や燃料費等の高騰もあり、非常に

厳しい。助成制度はあるものの、数が多く使える制度が分かりづ

らいといったような声がある。

⇒ 賃上げに活用できる主な助成制度に絞って説明しますので、自

社の状況に合った助成金を活用（次ページ参照）していただき、

従業員の賃金の引き上げに繋げていただきたい。



③賃上げ緊急支援金
～秋田県賃上げ緊急支援事業～

②キャリアアップ助成金
～賃金規定改定コース～

①業務改善助成金

最低賃金引き上げによる影響の
緩和

非正規労働者の処遇改善
生産性向上による事業場内最低
賃金の引上げ

１．助成の目的

週所定労働時間20時間以上
雇用保険加入要件なし

雇用保険の被保険者
正規労働者（正社員）は対象外

週所定労働時間要件なし
雇用保険加入要件なし

２．対象労働者要件

秋田県内に事業所を有する中小
企業者
事業所単位で申請

雇用保険適用事業所の事業主
（大企業も可）
適用事業所単位で申請

中小企業・小規模事業者
事業所単位で申請

３．対象事業者・申請
単位

特になし
基本給を定める賃金規定等の増
額改定と改定規定の適用

生産性向上にする設備投資等
４．賃上げ以外で必要
となる取組事項

①とは併給可能

②とは併給不可、ただし対象労
働者が重複しない場合可能

①とは併給不可、ただし対象労
働者が重複しない場合は可能

③とは併給不可、ただし対象労
働者が重複しない場合可能

②とは併給不可、ただし対象労
働者が重複しない場合は可能
③とは併給可能

５．併給調整

労働者ＡとＢが対象となり、２人
分を対象として申請した場合、①
は３人分全員の申請が可能、②
は受給不可

労働者Ｂのみ対象となり、１人分
を対象として申請した場合、①は
ＡとＣ２人分で申請が可能、③は
Ａ１人分の申請が可能

労働者Ａ～Ｃすべてが対象となり、
３人とも対象として申請した場合、
②は受給不可
③はＡとＢ２人分の申請が可能

６．併給の具体例
・Ａ～正社員
・Ｂ～パート週20H以上
・Ｃ～パート週20Ｈ未満

本日の説明する各助成制度の主な比較



本日の説明会の流れ・留意事項

１ 業務改善助成金の説明～秋田労働局

２ キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）の説明～秋田労働局

３ 賃上げ緊急支援金（秋田県賃上げ緊急支援事業）の説明～秋田県

４ 質疑・応答

・質問はチャットにてお願いします。質問内容を読み上げた上で回答します。

・予定時間で会議を終了します。質問が多数のときは時間内で回答できない

場合がありますので、その際は各助成制度のお問合せ先に確認願います。

・質問については、オンライン参加の質問を優先し、その後で対面参加者から

の質問をお受けします。

５ アンケートの回答について、申込み先のサイトに回答フォームを公開してお

ります（２月６日まで）ので、ご協力をお願いします。

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_02775.html 

２次元コード



（２）業務改善助成金
概要と申請のポイント

令和8年1月20日・21日

秋田労働局 雇用環境・均等室

令和７年度 秋田労働局助成金説明会

資料№２



最低賃金がかわります



最低賃金の対象となる賃金

賃金

定期給与

所定内給与

基本給

諸手当

精皆勤手当・通勤手当・

家族手当

所定外給与

時間外勤務手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

臨時の賃金

（結婚手当など）

賞与





対象事業者・申請の単位

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企
業）でないこと）

• 秋田県内の事業場で事業場内最低賃金が９５１円以上１０３１円未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと



事業完了期限賃金引き上げ期間申請期間

令和８年１月31日
令和７年５月１日～
令和７年６月30日

令和７年４月14日～
令和７年６月13日

第１期

令和８年１月31日
令和７年７月１日～
令和8年３月30日

（申請事業場に適用される地域
別最低賃金改定日の前日）

令和７年６月14日～
令和８年３月30日

（申請事業場に適用される地域
別最低賃金改定日の前日）

第２期 交付決定が令和８年４月
以降となったとき

令和９年１月31日
（交付決定年度の１月31日）

申請期限と賃金引き上げの期間

• 第３期は実施なし
• 賃金引き上げ日が令和７年９月５日以降であれば賃上げ後申請が可能、ただし
引き上げた賃金を支払った日以降の申請となるため、申請期間にご留意くださ
い。

• 令和８年度業務改善助成金の募集開始は令和８年９月１日からの予定です。



事業完了期限
事業完了期限とは、

・導入機器等の納品日

・導入機器等の支払完了日（銀行振込の振込日）

・賃金引上げ日（就業規則等の改正施行日）

のいずれか遅い日となります。

令和７年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属す
る年度の１月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも
１月31日までに実施していただく必要があります。

交付申請は令和８年３月30日まで受付いたします。交付決定は令和８年4月中旬以降
となりますので事業完了予定期日を令和９年１月31日までの期間で設定してくださ
い。

     申請例: 申請日R8.2.10 賃上げ日R8.3.1 事業完了予定期日R8.6.30









• 詳しくは交付要領別紙３をご覧ください



• 「物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書」の添付
が必要です



秋田県内の活用事例

秋田労働局のホームページに掲載しております

秋田労働局「業務改善助成金」ページ



秋田県の事例１
２種類の特殊ミシンの導入

手作業で行っていた裾の余分な生地カットについて、導入した特殊ミシンは縫
い付け作業時に生地カットも同時に行うことができ、作業時間が大幅に削減さ
れた。もう一つの特殊ミシンは微妙な加減が必要な 袖口及びポケット口の縫い
付け作業が一度のセットで自動的に行うこ とができ、作業時間が大幅に削減さ
れた。



秋田県の事例２
スチームコンベクションオーブンの導入

「焼く・炊く・煮る・ゆでる・蒸す・炒める・揚げる」の調理工程がこ の調理
機に集約され、また、誰でも簡単に操作できることから、調理 の提供時間が大
幅に短縮された。



秋田県の事例３
POS レジ、自動釣銭機等の導入

レジ対応における釣銭支払いやレシート・領収書の等の作業時間が大幅に短縮
された。また、自動精算機能により閉店後の現金残高確認が不要となった。



助成対象外となるもの
詳しくは交付要領別紙３をご覧ください

①単なる経費削減を目的とした経費（(例)ＬＥＤ電球への交換等）

② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費（(例）エアコン設置、
執務室の拡大、机・椅子の増設等)

③ 通常の事業活動に伴う経費（(例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、
通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等）

④ 法令等で設置が義務づけられているもの

⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費

⑥ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないもの

⑦ 経費の算出が適正でないもの

⑧ その他、社会通念上助成が適当でないもの



労働局と
やりとり

労働局と
やりとり









便利な申請書作成ツール
になっております



申請のポイント

様式第1号別紙２（２）事業実施計画で、

生産性向上、労働者の労働能率の増進を客観的に疎明する





お問い合わせ・申請窓口

お問い合わせ

業務改善助成金コールセンター

0120－366－440（受付時間 平日9：00～17：00）

申請窓口

秋田労働局雇用環境・均等室

郵送・来室・電子申請ｊGrantsにて受付
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キャリアアップ助成金
～賃金規定等改定コース～

秋田労働局助成金説明会
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＜活用のメリット＞ 活用した事業主のから声など

〇従業員の定着率が良くなった（優秀な人材の流出防止）

〇労働者の就業意欲が高まった（良好な雇用関係）

〇労働者の向上心が高まり、事業の生産性も向上した

無期雇用労働者
短時間労働者
派遣労働者

正社員化
処遇改善

助
成

（１）キャリアアップ助成金とは

｢キャリアアップ助成金｣では、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処

遇改善の取組を実施した事業主に対して助成。

処遇改善の内容等により、様々なコースが用意されている。

対象となる取組コース名

有期雇用労働者等の正社員化正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換障害者正社員化コース

賃金規定等の増額改定による有期雇用労働者等の賃金引上げ賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等への正規雇用労働者と共通の賃金規定等の導入賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等への賞与・退職金制度の導入賞与・退職金制度導入コース

短時間労働者の社会保険被保険者化と合わせた処遇改善 ※R7年度末までの措置社会保険適用時処遇改善コース

短時間労働者の社会保険被保険者化と合わせた処遇改善 ※R7年7月新設短時間労働者労働時間延長支援コース

３ キャリアアップ助成金の各コース概要

２ 助成金活用のイメージとメリット

１ 事業の目的

非正規雇用労働者

１

有期雇用労働者



（２）賃金規定等改定コースの概要①

有期雇用労働者等※１の基本給を定める賃金規定等※２を３％以上増額改定し、その規定を適用した事業

主に対して、助成を行う制度です。

１ 賃金規定改定コースとは

２ 支給額

６％以上５％以上６％未満４％以上５％未満３％以上４％未満

７万円６．５万円５万円４万円中小企業

４．６万円４．３万円３．３万円２．６万円大企業

企業規模
賃金引き上げ率

※１人当たりの助成額は以下のとおりです。（１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は１００人）

３ 助成例

○中小企業の非正規雇用労働者のうち、A部門で働く※３パートタイマー20人の基本給を６％以上引き上げた場合

① 賃上げ
A部門

･･･

20人 事業所 労働局

② 支給申請

③ 140万円支給
（70,000円×20人）

※１ 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣
労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労
働者」を指します。

※２ 賃金規定の他、「賃金テーブル」や
「賃金一覧表」も増額改定の対象とみな
します。

※３ 一部の非正規雇用労働者の賃金を増額
する場合には、その区分が雇用形態別ま
たは職種別、その他合理的な理由（部門
別等）に基づき区分されている場合に限
り、対象労働者と認めます。

２



（２）賃金規定等改定コースの概要②（受給のための条件）

賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画※１」を作成し、最寄りの労働局へ提出してい

ること。（Ｐ４～Ｐ５を参照）

１ キャリアアップ計画の作成・提出

２ 賃金規定等の適用

３ 賃金アップ（２の改定）

※１ 労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画のことです。

有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。

２の賃金規定等を３%以上増額改定し、改定後の規定に基づき６か月分の賃金を支給していること。

※ 賃金規定等とは

以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。※２

例：第○条（賃金） 契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める・・・就業規則

例：第○条（賃金）賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。
第○条（基本給）基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および経験等に

応じ、○級：○○円、○級：○○円とする
賃金規定

例：【等級別】1級:○○○円、2級:○○○円、3級:○○○円
【個人別】○○さん:○○○円、××さん:××円、△△さん:△△円 （匿名でも可）賃金一覧表

※２ 既存の賃金規定等の改定ではなく、新たに作成した場合でもその内容が、対象労働者の過去3か月の賃金実態と比較して３％以上
増額していることが確認できれば助成対象になります。 ３



（３）キャリアアップ計画①（留意点・記入例）

キャリアアップ計画とは

４

「キャリアアップ管理者」を決めてください１

３年以上５年以内の計画期間を定めてください２

計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事
業主が行う取り組みなどを、活用する助成金のコー
ス（メニュー）に沿って記載、選択してください

３

有期雇用労働者等を含む事業所における「全ての労
働者の代表」から意見を聴いてください４

計画書作成に当たっての留意点

１ 有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取

り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな

取り組みイメージ（対象者、目標、期間、目標を

達成するために事業主が行う取り組み）をあらか

じめ記載するもの。

２ 「キャリアアップ計画書」は、コース実施日の

前日までに提出してください。実施するコースに

関する取組みを記載していない場合は、助成金が

受給できません。

キャリアアップ計画の記入例



（３）キャリアアップ計画②（記入例）

キャリアアップ計画の記入例

５

キャリアアップ計画書を提出する適用事
業所に雇用されている者、または事業
主・役員であること。当該事業所へ在籍
出向で来ている者はキャリアアップ管理
者にはなれない。



賃金テーブル規程
第○条（賃金テーブルへの格付け）
会社は、能力および経験等に基づき、各等級に格付けする。

２ 新規採用者は、原則として、契約社員およびパートタイマーはともに１等級に格付けする。

第○条（昇格）
昇格は、人事考課の査定ランクが○回連続で○評価以上になった場合で、かつ、上位等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、

原則として毎年○月に行う。
第○条（降格）
降格は、人事考課の査定ランクが○回連続で○評価以下になった場合で、かつ、当該等級に相当する能力を有すると会社が判断した者について、

原則として毎年○月に行う。

（４）賃金規定等

賃金規定等の就業規則等への規定例

パートタイマー契約社員区分

時給

1,500円

通算契約期間７年以上の者で

係長と同等程度の職務を行う者

月給

24.4万円

通算契約期間７年以上の者で

係長と同等程度の職務を行う者
５等級

時給

1,400円

通算契約期間５年以上の者で

主任と同等程度の職務を行う者

月給

22.8万円

通算契約期間５年以上の者で

主任と同等程度の職務を行う者
４等級

時給

1,300円

通算契約期間３年以上の者で

主任と同等程度の職務を行う者

月給

21.2万円

通算契約期間３年以上の者で

主任と同等程度の職務を行う者
３等級

時給

1,200円

通算契約期間２年以上の者で

係員と同等程度の職務を行う者

月給

19.6万円

通算契約期間２年以上の者で

係員と同等程度の職務を行う者
２等級

時給

1,100円
通算契約期間２年未満の者

月給

18万円
通算契約期間２年未満の者１等級

第○条（賃金）
会社は、契約社員およびパートタイマーの賃金を別表「賃金テーブル規程」のとおり定める。

６



（５）増額改定から申請までの流れ

（例）賃金一覧表を新たに作成して取り組む場合

７

改定後時給改定前時給等級

1,035円955円1

1,040円960円2

・・・・・・・・・

1,075円995円９

1,080円1,000円10

３％以上UP！

＜賃金一覧表（時給換算の場合）＞① 有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月
給に換算（右記は時給換算の例）

② 金額の多寡の順に一覧表を作成

③ すべて※の等級の金額が３％以上の増額となるよ
うに改定し、実際に、改定後の基本給で給与を支給

※既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけ

られていない等級も含め、全て増額改定していることが

必要です。

④ ６か月分の賃金を支給した日の翌日から２か月間、
支給申請ができます（Ｐ８を参照）



（６）支給申請①（支給申請期間）

８

○ 対象労働者の賃金規定等を改定した（賃金規定等の増額を適用した）後６か月分の賃金を支給し
た日※の翌日から起算して２か月以内に申請してください。

増額改定前の賃金規定等

を３か月以上運用

６か月分の

賃金算定期間
支給申請期間

９／１５
賃金支払日 ２か月以内に

申請してください

３／１
賃金規定等改定日

８／３１
６か月目の賃金〆日

９／１６
賃金支払日翌日

１１／１５
支給申請期間最終日

※ 勤務をした日数が11日未満の月を除きます。ただし、有休休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と
見なします。

※ 賃金規定等の改定日が賃金締切日の翌日でない場合は、賃金規定等の改定日以降の最初の賃金締切日後６か月
分です。

（例）賃金締切日が月末で翌月１５日払いの企業の場合



（６）支給申請②（支給申請に必要な書類等）

主な確認事項①申請書類

・記入漏れがなく、記載事項が適切か１ キャリアアップ助成金支給申請書
（様式第３号）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か２ 賃金規定等改定コース内訳
（様式第３号・別添様式３）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か３ 支給要件確認申立書
（共通要領様式第１号）

・記入漏れがなく、記載事項が適切か
・通帳の写し等支払い口座番号が確認できる書類も添付しているか

※未登録または振り込み口座変更の場合に限る

４ 支払方法・受取人住所届

主な確認事項②添付書類

・賃金規定等改定日（賃金規定等の増額を適用した日）の前日までに受理
されているか

１ 管轄労働局長に受理されたキャリアアップ
計画書（写）

（変更届を提出している場合、変更届を含む。）

・就業規則に労働基準監督署の受理印があるか

・労働者が10人未満の場合、労働者代表と事業主の氏名等を記載した
申立書があるか

・賃金規定等を別途作成している場合、当該賃金規定等が提出されているか

・改定前後で３％以上基本給が増額しているか

２ 改定前後の就業規則または労働協約（写）

（改定ではなく、新たに賃金規定等を整備してい
る場合、増額改定前の賃金規定等は添付不要）

・有期雇用労働者等であるか

・賃金の増額改定が確認できるか
３ 対象労働者の改定前後の雇用契約書

または労働条件通知書等（写）

・改定前３か月、改定後６か月分があるか
（改定後について勤務した日数が11日以上の月が６か月に達するまでの月分）４ 対象労働者の改定前後の賃金台帳等（写）

・４の賃金台帳等にて、出勤日数および労働時間数が確認できない場合
に限り、賃金台帳等と同様の期間にかかる分を提出

※ 対象労働者の改定前後の出勤簿
またはタイムカード等（写）

・適用後６か月分の賃金が支給されていることについて、事業主が対象
労働者全員へ確認しているか５ 賃金台帳等に関する確認書

９



（６）支給申請③（支給申請書記入例）

10



（７）支給対象要件①（対象となる労働者）

次のすべてに該当する労働者が対象

11

賃金規定等※１を増額改定した日の前日から起算して３か月以上前の日から増額改定後６か月※２以上の期間
継続して雇用保険の被保険者として雇用されている有期雇用労働者等１

就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前
の基本給に比べて３％以上昇給している者（最低賃金の効力が生じた日（今年度の秋田県の場合は令和８
年３月31日）以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない）

２

賃金規定等を増額改定した日の前日ら起算して３か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由な
く基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者３

賃金規定等を増額改定した日以降の６か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること４

賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の３親等以内の親族以外の者５

支給申請日において離職※３していない者６

※１ 賃金規定、賃金テーブル、賃金一覧表等の賃金額の定めがあるもの。

※２ 勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。

※３ 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、または本人の

責めに帰すべき理由による解雇を除く。



（７）支給対象要件②（対象となる事業主）

次のすべてに該当する事業主が対象

12

雇用保険適用事業所の事業主１

雇用保険の適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
（キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません）２

雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成・提出した事業主３

有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主４

賃金規定等※１を３％以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等※２に適用させた事業主
（新たに賃金規定等を整備する場合を含む）５

増額改定前の賃金規定等※１を、３か月以上運用していた事業主
（新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の３か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認で
きる事業主）

６

増額改定後の賃金規定等を６か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当※３

を減額していない事業主７

※１ 原則としてすべての等級等。

※２ 賃金規定等改定日の前日から起算して３か月以内に雇用された有期雇用労働者等を含む。

※３ 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。



（８）不支給要件

次のいずれかに該当する事業主は、助成金を受給できません

13

支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主１

支給申請日の前日から過去１年間に、労働関係法令の違反を行った事業主２

性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主３

暴力団と関わりのある事業主４

暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主５

支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主６

支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主７

※ 雇用保険被保険者数が０人の場合や事業所が廃止されている場合（吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を

受けている場合を含む）等を指します。



（９）よくある質問①

14

賃金規定等に含まれる、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」とはどういうものですか。

Ｑ－１

従業員の賃金を決めるときに基準として使用する表です。

本資料Ｐ７に一例を記載していますのでご参考ください。この例では、等級ごとの「改定前の額」
と「改定後の額」を一覧表にしていますが、等級が必須というものではありません。

支給申請にあたっては、改定後の賃金額の根拠がわかる賃金規定等が必要です。

また、既存の賃金テーブルを改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も含め、全て増
額改定していることが必要です。

Ａ－１

Ｑ－２

賃金規定等は、就業規則にどのように記載したら良いですか。また、監督署への届出はいつまでに
行ったら良いですか。

Ａ－２

本資料Ｐ６に規定例がありますのでご参考ください。

監督署への届出は改定後速やかに行ってください。支給申請前までに届出していない場合、支給対
象となりません。



（９）よくある質問②

15

一部の労働者のみ昇給予定ですが、注意点はありますか。

Ｑ－３

一部の労働者に限定する場合、「合理的な」区分による必要があります。合理的な区分とは以下の
ようなものがあります。

・雇用区分（正社員、パート、アルバイト等）に応じて賃金規定等が存在する場合であって、当該一
部の雇用区分に適用される賃金規定等のみ増額改定する場合

・雇用保険の非該当承認施設において独立して賃金規定等が存在する場合であって、当該賃金規定等
のみ増額改定する場合

・業務レベルによる区分（初級、中級、上級等）が存在する場合（例：職種ごと等）であって、当該
一部の業務レベルの賃金規定等を増額改定する場合

Ａ－３



（９）よくある質問③

16

賃金規定等改定コースの対象者について、「最低賃金の改定に伴い、最低賃金を下回る者について
のみ」とした場合、「一部の」有期雇用労働者等の賃金規定等を増額した場合として支給を受けられ
るのでしょうか。

Ｑ－４

最低賃金の改定に伴い、最低賃金を下回る者についてのみ賃金規定等を増額した場合も、支給を受
けることが可能です。

ただし、都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の「前日」までに賃金規定等の増額改定を行
う必要があります。

※ 今年度における秋田県の公示日及び発行日については次ページのＱ５を参照。

Ａ－４



（９）よくある質問④

17

最低賃金の改定に伴い、助成金の利用を考えています。具体的にどのように取り組みしたら良いで
すか。

Ｑ－５

新最低賃金の公示日以降、発効日の「前日」までに賃金規定等の増額改定を行う必要があります。

今年度の秋田県の場合、新最低賃金の公示日が令和７年９月２２日、発効日が令和８年３月３１日
となっております。

また、キャリアアップ助成金の活用に当たっては、「増額改定の前日」までに「キャリアアップ計
画」の提出が必要です。

Ａ－５

※支給対象労働者は、増額改定した賃金が新最
低賃金発効日の「前日」である３月30日まで
に適用されている必要があります。

※改定のタイミングは各事業所の判断となりま
すが、賃金計算等の事務処理を考慮し、賃金締
切日に合わせて改定する事業所が多くなってお
ります。



お問い合わせ先について

18

★ 秋田労働局訓練課または最寄りのハローワークへお問い合わせください。

（秋田労働局職業安定部訓練課 TEL：018-883-0006）

★ 申請は、窓口持参、郵送、電子のいずれも可能ですが、書類に不備がある場

合は受理できませんので、期限までにゆとりを持った、早めの提出をお願いし

ます。

★ 詳細な「パンフレット」や「申請様式」、事業主の皆様からよくある質問に

ついての「Q&A」を掲載していますのでご確認ください。

厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金」

厚生労働省 キャリアアップ助成金 検索

２次元コード
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